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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年５月１８日 １１時５６分ごろ 

発生場所 沖縄県名護市大浦湾 

 長島灯台から真方位３２８°１.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２６°３２.１′ 東経１２８°０３.１′） 

事故の概要  台船協栄
きょうえい

３１号は、錨泊中、また、貨物船兼砂利運搬船進
しん

朋
ほう

は、

協栄３１号に接舷作業中、進朋が協栄３１号に衝突した。 

 協栄３１号は、右舷外板に凹損等を生じ、また、進朋は、バルバス

バウに凹損等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 台船 協栄３１号、約１,４８３トン 

   なし、協栄海事土木株式会社（Ａ社） 

６０.００ｍ×２０.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

機関なし、平成１１年（建造年） 

Ｂ 貨物船兼砂利運搬船 進朋、７４９トン 

１４１８２１、御前崎海運株式会社（Ｂ社）・株式会社 G LINE 

CLUB 

８０.００ｍ×１４.２０ｍ×８.０８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関１基、１,９２１kＷ、平成２４年１１月１５日 

（図１－１、図１－２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図１－１ Ａ船               図１－２ Ｂ船 
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 乗組員等に関する情報 Ａ 甲板員 ２５歳 

Ｂ 船長Ｂ ７１歳 

 四級海技士（航海）  

    免 許 年 月 日 昭和４９年９月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年９月１５日 

    免状有効期間満了日 令和７年９月１５日   

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷外板に凹損及び擦過傷、右舷灯に破損 

Ｂ バルバスバウ左舷側上部に凹損、ブルワークのフェアリーダ取付

台に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 ４.５m/s、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、甲板員を含む作業員３人が乗り、沖縄県名護市の大浦湾大

浦湾ビーチ北東方沖において埋立て工事の目的で、船首を西北西方に

向け、船首及び船尾からそれぞれ錨のついた錨ロープ２本を展張して

錨泊していた。 

Ａ船の作業員らは、令和４年５月１８日１１時５０分ごろ、Ａ船へ

の揚げ荷役の目的でＡ船の右舷側に左舷着けをしようとして、Ｂ船が

西進して接近してくるのを視認した。 

Ａ船の作業員らは、Ｂ船から送られる係留索をＡ船に取る準備の目

的で甲板上の右舷側に集まったが、ふだんＡ船に荷役の目的で接近す

る船舶は、２０～３０ｍの離隔距離を持って一旦停船し、その場所で

右回頭してＡ船と平行となり、左舷方に横移動して接舷することに対

し、Ｂ船は、作業員らの目測でＢ船が約５０°の進入角度をもって南

西進して接近してくるのを認めた。 

 作業員らは、Ｂ船の前進行きあしが落ちることなく、Ａ船に接近し

てきているので、危険を感じて左舷側に移動したところ、１１時５６

分ごろ、Ｂ船の船首がＡ船の右舷舷側に衝突するのを目撃し、ハンド

レール等を掴
つか

んで落水するのを避けた。 

 甲板員は、本事故後、損傷箇所等の写真を撮影し、１２時３０分ご

ろ埋立て工事の元請会社に本事故の発生を連絡した。 

Ｂ船は、船長ほか乗組員５人が乗り組み、沖縄県本部
も と ぶ

町本部港本部

地区（旧塩川地区）において、埋立材として使用する岩石を含む土砂

約１,３００ｔを積み荷役し、１８日００時００分ごろ、積み荷の土

砂の揚げ荷役の目的で、名護市の大浦湾に向けて出航した。 

（写真１ 参照） 
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写真１ 本部港本部地区沖に錨泊する砂利運搬船 

 

Ｂ船は、１１時００分ごろ大浦湾に向けて同湾の南東方から北北西

進し、１１時４０分ごろ名護市長島を左舷方に見ながら同湾に入って

７.０～８.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北北西

進し、１１時４４分ごろＡ船の東方約１.１Ｍの場所で左転して、そ

の後、Ａ船に向けて４～５knの速力で西進した。 

Ｂ船は、Ａ船の右舷側に左舷着けしようと接舷を開始し、船長Ｂが

Ａ船の右舷舷側に対して、船長Ｂの目測では斜め約７０°の進入角度

をとるよう南西方に針路をとって接近した。 

 Ｂ船は、Ａ船に向ける針路をとった状況で、Ａ船までの距離が  

１５０ｍ付近において、船長Ｂが、主機を前進後進に切り替える確認

テストを行ったものの、中立から後進に切り替わらず、また、この海

域が投錨禁止区域であることから投錨することができず、約４knの前

進行きあしがついたまま航行した。 

船長Ｂは、Ｂ船が、主機の前進後進確認テストの後、Ａ船に向いた

ままの針路で南西進していたので、Ａ船まで約１００ｍとなったとこ

ろで、主機を微速力又は半速力の後進としてＡ船の右舷舷側に接舷し

ようとしたものの、主機減速機のクラッチ（以下「主機のクラッチ」

という。）が中立から後進側に切り替わらず、続けて主機を後進とす

る操作を６回程度行ったが、主機のクラッチを後進側に切り替えるこ

とができなかった。 

船長Ｂは、主機を後進とすることを試みるとともに、船尾方から風

を受ける状況において、Ａ船との衝突を回避する目的で、右舵を約 

７０°～８５°に取り、バウスラスタを Full to Starboard にとった

が、Ｂ船の速力が約４knであり、積載した積み荷により喫水が下がっ

ていたので、舵及びバウスラスタの効力が得られず、Ａ船に向かう針

路を変えることができなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、船首配置の航海士に指示し、右舷錨を投入した

ものの、前進行きあしを完全に減じることができず、１１時５６分ご

ろＢ船の船首がＡ船の右舷舷側に衝突した。 
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Ａ船及びＢ船は、翌１９日、ダイバーによる海面下の船体調査が行

われ、Ａ船の海面下の舷側及びＢ船の最も強く衝突したバルバスバウ

付近に亀裂等がなく、それぞれ運航に支障がないことが確認された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ Ｂ船の航行経路概略図、付

表１ Ｂ社が受信したＢ船のＧＰＳの情報記録（抜粋）及び算出し

た航海データ） 

 その他の事項 (1)  船長Ｂの乗船経験に関する情報 

船長Ｂは、１７歳ごろから甲板員として貨物船、セメント船等

に乗船し、３０歳ごろから船長職をとるようになり、本事故当

時、乗船経験が約５０年間あった。 

船長Ｂは、過去にＢ船に約５回乗船した経験があり、今回、令

和４年４月に交代要員として乗船した。 

(2) Ｂ船の喫水に関する情報 

   Ｂ船は、本事故当時、土砂を満載して喫水が下がった状態で 

あった。 

船体の状態 船首 船尾 

積み荷のない状態 約２.５０ｍ 約４.８０ｍ 

バラスト水約８００ｔを注入してバウス

ラスタが海面下となるよう調整する 

本事故当時の状態 約４.２０ｍ 約５.１０ｍ 

(3) Ｂ船の操船に関する情報 

   Ｂ船は、主機の操作において、本事故の約５年前から主機のク

ラッチが何度か後進側に切り替わらない事象が発生していたの

で、本事故前、船長Ｂの前任船長は、台船への接舷作業の際、船

体を台船と平行にしてから接舷する操船を行っていた。なお、主

機を前進とする操作は、主機のクラッチの作動に不具合が生じて

いなかった。 

船長Ｂは、主機のクラッチの不具合を知らなかったが、台船に

接舷するときに船体を台船と平行にしてから接舷する操船方法を

同乗する乗組員から聞いていた。 

船長Ｂは、本事故当時、Ａ船に接舷するとき、その手前で船体

をＡ船と平行にしてから接舷する操船を選択せず、自分が過去に

行ってきた操船方法を活かそうと思ったので、一軸右回り船を後

進としたときに船尾が左舷方に振れるキックを利用しようと考

え、Ａ船の舷側に対して斜めの進入角度約７０°をとり、その

後、主機を後進として接舷する操船方法を選択した。 

(4) Ｂ船の主機のクラッチの状態等に関する情報 

①  主機のクラッチは、減速機に付属する装置であった。    

    Ｂ船は、本事故後、Ｂ社の工務担当者が訪船し、主機のクラ

ッチ及び付属装置の点検を行い、‘主機のクラッチを前進側又は
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後進側に切り替える作動油の制御を行う前後進切替弁’（以下

「前後進切替弁」という。）を新品の完備品と交換し、この後、

主機の後進への切替操作が支障なく行われるようになった。 

工務担当者は、前後進切替弁を取り外したとき、エアシリン

ダの制御空気配管及び制御空気の供給又は遮断を行う電磁弁へ

の制御空気配管に圧縮空気に含まれる水分（以下「ドレン」と

いう。）が滞留しているのを確認し、このドレンがエアシリンダ

の動作を悪くして、前後進切替弁が正確に切り替わらなかった

と推測した。主機のクラッチは、このような状態であると、作

動油の供給が不足して後進クラッチが十分に密着せず、作動が

悪い状態となっていた。 

エアタンクから前後進切替弁に至る制御空気配管には、３段

のフィルタが設置されていたものの、エアドライヤ（制御空気

脱湿機等）が設置されていなかった。 

（図２、図３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 前後進切替弁 
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図３ 減速機潤滑油配管系統概略図 

 

② 主機のクラッチ付き減速機（以下「クラッチ付き減速機」と

いう。）の取扱説明書では、主機運転中、クラッチが後進側に切

り替わらないような前後進の切替不良となる事象について、前

後進切替弁内部のスプール（同弁内部で水平方向に動き、ク 

ラッチ作動油をクラッチの前進側又は後進側に切り替えるバル

ブをいう。）の固着及び作動が悪くなっていることを要因の一つ

としており、また、前後進切替弁のエアシリンダ用Ｏリングの

点検及び交換を１年ごとに行うことが掲載されている。 

③ Ｂ船は、クラッチ付き減速機のクラッチが切替不良となる事

象が、約５年前から数回生じており、令和３年４月から頻繁に

発生する状況にあったものの、運航が続けられ、令和３年１２

月、中古船としてＢ社に購入され、同事象が、前の船舶所有者

からＢ社に対し、引き継がれていなかった。 

Ｂ船は、Ｂ社の管理船舶となって以来、クラッチ付き減速機

の前後進切替弁の保守整備が行われていなかった。 

Ｂ社は、Ｂ船がチャーター契約の中で運航を続けていたこ

と、修理のための岸壁確保が不可能であったことなどがあった

ので、次回の入渠の際、前後進切替弁の修理をする予定であっ

た。 

(4) 乗組員の保守整備の認識に関する情報 

船長Ｂは、船員派遣会社からＢ船に派遣され、運航、定常的な

保守整備及び故障の要因が明らかな修理を行うものの、船舶所有

エアシリンダ 
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者であるＢ社が、本事故のような主機のクラッチの作動不良と 

いった、要因が明らかでない主要な保守整備を行うものと考えて

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ あり 

Ａ船は、大浦湾において船首を東南東方に向けて錨泊中、Ｂ船が、

Ａ船の右舷側に接舷しようとして接近し、減速及び針路を変えること

ができず、直進し、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、主機の前後進切替弁が約１年前から作動が悪く、保守整備

をされていない状態において、大浦湾において南西方に針路をとって

Ａ船に接舷作業中、前後進切替弁がドレンによって作動が悪くなり、

主機のクラッチを後進側に切り替えられず、また、船尾方から風を受

け、速力が約４knであり、喫水が下がった状態で舵及びバウスラスタ

の効力が得られなかったことから、減速及び針路を変えることができ

ずに、Ａ船に直進して、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、本事故当時、制御空気配管にドレンの滞留が確認されてお

り、このドレンが前後進切替弁のシリンダの動作を悪くし、前後進切

替弁が正確に切り替わらず、後進クラッチが十分に密着しない状態と

なっていたものと推定される。 

船長Ｂは、本事故当時、船体を台船と平行にしてから台船に接舷す

る操船方法を聞いていたものの、自らが主機のクラッチが後進側に切

り替わらない事象を経験したことがなく、Ａ船に接舷するとき、自分

が過去に行ってきた操船方法を活かそうと思ったことから、斜めの進

入角度をとり、その後、主機を後進として接舷する操船方法を選択し

て、Ｂ船をＡ船に向ける針路をとった状況で、主機の前進後進確認テ

ストを行ったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、錨泊中、Ｂ船が、主機の前後進切替弁が約１年

前から作動が悪く、保守整備をされていない状態において、Ａ船に接

舷作業中、前後進切替弁がドレンによって作動が悪くなり、主機のク

ラッチを後進側に切り替えられず、また、船尾方から風を受け、速力

が約４knであり、喫水が下がった状態で舵及びバウスラスタの効力が

得られなかったため、減速及び針路を変えることができずに、Ａ船に

直進して、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 Ｂ社は、本事故後、Ｂ船の主機クラッチの前後進切替弁を完備品と

交換した。 
Ｂ社は、次回の定期検査を受検する入渠時（令和４年１２月）に前

後進切替弁を含めた制御空気配管系統の空気源パネル周りの点検、修

理を行うことを計画した。 
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今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、主機操作において、前後進の切替不良となる事象が発生

した場合、台船への接舷作業を中止して衝突回避の操船を行い、

安全な場所に漂泊又は錨泊し、主機の点検を行うこと。 

・船長及び機関長は、クラッチ付き減速機を搭載する主機の運転

中、クラッチが前進側又は後進側に切り替わらない事象が発生し

た場合、前後進切替弁の作動不良が疑われることから、速やかに

点検を行い、要すれば、予備品との交換又は修理を行うこと。 

・乗組員は、制御空気に含まれるドレンが、制御機器の作動に影

響を及ぼすことがあることから、適宜排出を行うこと。また、

制御空気配管系統には、エアドライヤ（制御空気脱湿機等）を

設置することが望ましい。 

・船長は、他船への接舷前等において、主機の前進後進確認テスト

を行う際、船首を接舷しようとする他船に向けることなく、風

向、速力及び喫水を考慮し、安全な針路を確保した方法により周

囲の状況を確認して行うこと。 

・ベテランかつ複数回にわたり同じ船舶に乗船する船長は、過去に

自身が行ってきた操船方法にとらわれることなく、乗船した船舶

が置かれた状況、機器の状態等を踏まえた安全サイドの操船を行

うこと。 

・船舶所有者は、船長が交代する際、管理船舶の操船上の特徴、主

機を含む機器の不具合等が、配乗のタイミングや方法によって、

直接引き継ぐことができないことがあることを考慮し、書面に記

した方法等を採用することにより、確実に情報が引き継がれやす

い仕組みを構築することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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沖縄本島 

沖縄県 

本部町塩川港 

大浦湾 名護市辺野古 

事故発生場所 

（令和４年５月１８日 １１時５６分ごろ発生） 

✕ 

 

長島灯台 

沖縄県 

名護市辺野古 
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付図２ Ｂ船の航行経路概略図 
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事故発生場所 

沖縄県 

名護市辺野古 

11 時 30 分ごろ 

11 時 40 分ごろ 

11 時 56 分ごろ発生 安部埼 

長島灯台 

辺野古埼 

大浦湾 

Ｂ船 

Ａ船 
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付表１ Ｂ社が受信したＢ船のＧＰＳの情報記録（抜粋）及び算出した航海データ 

令和４年５月１８日 １１時３０分ごろ～１２時００分ごろ 

 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位 ＧＰＳの情報記録から算出した数値 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

航行距離 

（ｍ） 

対地針路 

（°） 

平均対地速力

（kn） 

11:30:11 26-30-31.9 128-04-50.1 281.1  318.7  4.59  

11:32:09 26-30-44.1 128-04-38.5 493.3  319.3  7.92  

11:34:10 26-30-54.1 128-04-24.5 494.2  308.7  7.94  

11:36:12 26-31-03.1 128-04-09.3 664.3  320.6  10.59  

11:38:07 26-31-10.8 128-03-56.1 436.9  302.8  7.38  

11:40:08 26-31-24.3 128-03-50.6 441.0  340.2  7.08  

11:42:09 26-31-41.4 128-03-51.0 528.8  000.9  8.50  

11:44:09 26-31-56.0 128-03-44.8 478.8  339.1  7.76  

11:46:08 26-32-08.6 128-03-37.7 435.7  333.2  7.12  

11:48:08 26-32-16.3 128-03-28.8 341.9  314.0  5.54  

11:50:06 26-32-16.1 128-03-19.5 257.6  268.3  4.24  

11:52:14 26-32-13.8 128-03-11.8 223.0  252.0  3.39  

11:54:08 26-32-06.7 128-03-08.4 240.1  203.6  4.09  

11:56:14 26-32-05.2 128-03-06.3  74.0  230.8  1.14  

11:58:09 26-32-04.5 128-03-08.2  55.8  111.0  0.86  

12:00:09 26-32-04.3 128-03-08.7  15.4  122.6  0.24  

※対地針路は直前と即時の船位から、対地速力は直前と即時の時刻及び船位から算出した 

 


